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学校の再開について 

 

万緑の候、みなさまにはますますご清祥のことと存じます。 

日頃は本校の教育にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、羽曳野支援学校は緊急事態宣言が解除されたことを受け、また大阪府教育庁の指示

により 6 月 1 日から学校を再開いたします。今後も 3 密をさける、教職員の検温、体調確

認を十分にするなど感染拡大防止に配慮して教育活動を実施いたします。 

つきましては、保護者、関係者の皆さまも児童生徒の体調に十分ご注意いただき、登校の

際にはマスクを着用させていただきますようよろしくお願いいたします。 

なお臨時休業が長期にわたったことに伴い、令和２年度の長期休業期間を下記のとおり

変更する予定です。何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

１ 今後の予定  令和 2 年 6 月 1 日（月） から 令和２年 6 月 1５日（月）午前授業 

         令和２年 6 月 1６日（火） から 通常授業 

 

     ＊土曜日授業については検討中です。日程が決まりましたらお知らせします。 

 

２ 長期休業期間 

夏季 

令和２年８月８日（土）から令和２年８月 23 日（日） 

冬季 

         令和２年 12 月 26 日（土）から令和３年１月５日（火） 

 

＊今後の状況によって、変更することがあります。 


